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れました。総額で令和元年度は200億円，令和2年度
と令和3年度は400億円，令和4年度と令和5年度は500
億円というように段階的に増額され，令和6年度は総
務省の令和6年2月のプレスリリースによると合計641
億円が譲与される見込みとなっています。このうち，
300億円が準備金で残りが半年分の森林環境税相当額
とされています。
なお，北海道における令和6年度の譲与見込額の試
算では，市町村分で44.9億円，道分で5億円となって
いますが（図2），1億円を超える市町村が5つある一

方で，100万円未満の市町村が6つあり，道内でも市
町村によって譲与額には大きな差があります。
令和7年度以降は徴収される森林環境税の全額が森

林環境譲与税として譲与されることとなり，600億円
台の金額で継続されていく見込みとなっています。

■森林環境譲与税の使途
森林環境譲与税は譲与税であり，地方公共団体がそ
の裁量によって活用できるものですが，確実に森林整
備等の財源に充てられるように，法律で使途が定めら

■はじめに
「森林環境税」という税を読者のみなさんは御存知
でしょうか。令和6年度から徴収が開始された国税
で，既にみなさんが払っている税なのですが，令和6
年9月に道が実施した調査では，税の内容を知ってい
る人は回答者の10％，税の名称は聞いたことがある
という人は回答者の27％に留まりました。
本稿では，森林環境税と，森林環境税を財源として
各市町村及び各都道府県に譲与されている「森林環境
譲与税」について紹介します。

■森林環境税及び森林環境譲与税の趣旨と創設までの
経緯
森林の有する公益的機能としては，地球温暖化防
止，国土の保全や水源の涵養など様々なものがありま
すが，それらの機能を十分に発揮させるためには適時
に森林整備を進めていくことが重要です。一方で，間
伐等が必要な森林でも，所有者の管理意欲の低下や，
そもそも所有者が不明となっていて適切に管理されて
いない森林も多数存在します。また，林業労働者の高
齢化や人手不足等も大きな課題となっています。
そういった状況を踏まえ，令和元年から，手入れが
行き届いていない森林について，市町村が森林所有者
から経営管理の委託を受け，林業経営に適した森林は
意欲と能力のある林業経営体に再委託し，林業経営に
適さない森林は市町村が公的に管理する森林経営管理
制度が始まりました。それに併せて，森林整備や人材
育成・確保等に必要な地方財源を安定的に確保する観
点から，森林の公益的機能の受益者である国民が負担
する形で，森林環境税及び森林環境譲与税が創設され
ました。
森林整備を目的とした新税の要望は最近出てきたも
のではなく，40年近くも前から要望されてきたもの
です。林野庁は，昭和61年度税制改正要望において
森林の水源涵養機能を確保するための「水源税」の導
入を要望し，昭和62年度税制改正要望でも「森林・
河川緊急整備税」の導入を要望しましたが，いずれも

見送られました。
平成3年には地方交付税の枠外に「森林交付税」を

創設することが提唱され，全国規模で市町村団体によ
る運動が展開されたことを発端に，平成15年には森
林交付税から「全国森林環境・水源税」に，平成18
年には「全国森林環境税」の名称で新税の創設を目指
す方針に転換されました。
林野庁としても，温室効果ガスの排出削減目標の達
成に向けた森林吸収量の確保に必要となる間伐等を推
進するため，その財源となる税の創設を継続的に要望
してきました。そして，平成25年度与党税制改正大
綱で「森林吸収源対策等の財源の確保について早急に
総合的な検討を行うこと」とされ，政府与党で検討が
進められてきた結果，平成31年度税制改正において
森林環境税及び森林環境譲与税が創設されることが決
定されました1)。林務行政にとっては40年かけてよう
やく実現した独自の財源です。

■森林環境税及び森林環境譲与税の仕組み
森林環境税及び森林環境譲与税の制度設計イメージ
は図1のとおりです。森林環境税は市町村が個人住民
税均等割と合わせて年額千円を賦課徴収し，都道府県
を経由して国の特別会計に入ります。そして，森林環
境税の収入額に相当する額が森林環境譲与税として全
国の市町村と都道府県に譲与されます。この際，譲与
税の10分の9が市町村に，10分の1が都道府県に譲与
されます。いずれもその100分の55が私有林人工林面
積（農林業センサス），100分の20が林業就業者数
（国勢調査），100分の25が人口（国勢調査）で按分
され譲与されますが，私有林人工林面積は林野率補正
があり，林野率75％以上の場合は1.3倍の面積，林野
率85％以上の場合は1.5倍の面積として計算されま
す。
また，森林環境譲与税は，森林整備が喫緊の課題で
あるということを踏まえ，森林環境税の徴収に先立っ
て令和元年度から譲与が開始され，その財源には地方
公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金が活用さ

れています。市町村では「森林の整備に関する施策」
と，森林の整備の促進に資する施策として「森林の整
備を担うべき人材の育成及び確保」，「森林の有する
公益的機能に関する普及啓発」，「木材の利用の促
進」等の施策に使うこととなっており，都道府県では
市町村が実施する施策の支援や，市町村と同じく人材
育成・確保，普及啓発，木材利用等の施策に使うこと
となっています。
また，森林環境譲与税は，決算を議会の認定に付し
たときは遅滞なくインターネットの利用等により使途
を公表しなければならないことと法律で定められてお
り，税が森林整備等の使途に適正に活用されているか
どうかを納税者である住民が確認できるようにしてい
ます。

■森林環境譲与税の活用状況
譲与が開始された当初は市町村でもどのように活用
して良いか分からないという声も多く，積極的に使わ
ずに基金に積み立てる市町村も多かったのですが，
年々全国の市町村での活用事例が積み重なってきて，
国や道が発行する事例集や，総務省と林野庁が作成し
たポジティブリストなども参考にして活用が進み，道
内市町村では令和5年度に初めて譲与額を上回る活用
額となりました（図3）。活用区分としては森林整備
が最も多く，次いで木材利用となっています。

一方で，森林環境譲与税の活用がなかなか進んでい
ない市町村もあります。譲与額が少額で活用が難しい
という話や，今後公共施設整備等における木材利用の
計画があり積み立てているという話も聞いています
が，市町村や林業事業体の人員不足で活用が進まない
という状況も多く聞いています。しかし，住民の理解
を得るためには，市町村において，毎年少しずつでも
森林整備等につながる活用が進められるともに，広報
誌を始めとした様々な媒体で住民向けの広報が行われ
ることが重要だと考えています。
北海道の森林環境譲与税の活用については，公表し
ている取組方針に沿って，主に市町村の森林整備につ
ながる支援や林業の担い手の育成・確保，HOKKAIDO 
WOODの推進などに活用しています。詳細について
は「北海道　森林環境譲与税」と検索していただき，
森林計画課のホームページを是非御覧ください。

■森林環境譲与税の活用事例
道内市町村の活用事例については，上記ホームペー
ジで取組事例集を公開しています（図4）。
森林整備では，国の公共補助に準じた市町村単独補
助事業のほか，木材の搬出経費，路網の軽微な補修や
除雪といった，国の補助事業では対象とならない事業
を実施している市町村もあるなど，各市町村で現場か
ら寄せられる課題に即した活用が進められています。

人材の育成・確保では，地域林政アドバイザーの雇
用による専門人材の確保や，労働安全に係る研修や装
備への補助などの事業が実施されています。今後も森
林整備を続けていくためには地域の林業の担い手の確
保が不可欠であり，北森カレッジとも連携しながら，
各地で様々な取組が進められています。
木材利用では，木造公共施設の建設や内装木質化に
利用される事例が多いですが，札幌市では譲与開始初
年度から毎年積極的に学校等の公共施設への木材利用
が進められており3)，人口により譲与額が高くなる都
市部において先導的に活用された好例です。森林環境
譲与税が始まったことにより各市町村ではこれまで以
上に積極的な木材利用が進められていますが，木材を
利用することが森林整備につながっているということ
が理解されるよう，普及啓発もあわせて実施していく
ことが重要です。また，公園等の遊具やベンチなど，
住民の目に付きやすい物に活用されている事例も多
く，森林環境譲与税を活用している旨の表示をするこ
とで，税について知ってもらう機会を増やすことがで
きます。
普及啓発では，北海道発祥の「木育」の推進に関す
る事業が多く実施されています。令和5年度からは全
ての振興局林務課に木育担当者が配置され，各地で木
育マイスターや教育機関，企業等と連携した取組が進
められています。令和6年10月に釧路市で開催された
「くしろ木づなフェスティバル2024」は，地域の林
業・木材産業関係者が一堂に会し，2日間で3,940人の
来場者を集め盛況のうちに終わりました（写真）。地
域住民が直接参加して森林・林業・木材産業に触れる
機会を増やし，多くの人に応援してもらえるようにし
ていくことは，今後の林業・木材産業を若者に選ばれ

る成長産業にしていく上で重要なことだと考えていま
すので，全道各地でこのような取組が増えていくこと
を期待しています。

■おわりに
森林環境譲与税が始まった当時は，これまで独自財
源がなかった林務行政に急に大きなお金が降ってきた
ような感覚で，どのように使って良いか戸惑いもあっ
たと思います。私も令和2～3年の2年間，派遣で市町
村職員となり，森林環境譲与税の活用策を考えました
が，需要が無かったのか使い勝手が悪かったのか，考
えた事業が全然活用されず，なかなか思い通りには行
かないものだと思いました。
令和6年度からは森林環境税の徴収が始まり，住民
から税の活用について評価を受ける機会も増えてきま
す。
今後も森林環境譲与税が継続されていくためには，
税をしっかりと活用して森林整備を進め，住民に丁寧
に説明を続けて理解を得ていくことが重要です。道と
しても引き続き森林環境譲与税を活用した市町村の取
組をしっかりと支えていきたいと考えています。
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チームに木製ベンチ，花壇用木製棚，木製テーブル＆
イスセットなどの木製品を組み立てる工作に励んで頂
きました。林産試験場職員が工作の指導・アドバイス
役を担当し，参加した市民とのコミュニケーションを
取ります。さらに，完成した木製品の仕上がり具合を
外部審査員などが評価し，共催者が表彰（表彰状と副
賞を贈呈）するコンクールも設けていました。
親子日曜大工教室や木工体験講座の正確な募集チー
ム数や募集人数を忘れてしまいましたが，人気のモノ
づくりイベントとなって多くの方々が参加しました。
一方，普及課では木工作用の材料としてトドマツ間伐
材（丸太）を必要量購入しており，予算の減少から規
模縮小が不可欠な状況となっていました。加えてウッ
ドサマーフェステバルと親子日曜大工教室で通算4日
間の土日勤務となるため，職員の働き方改革を求める
声が大きくなっていました。そして2003年度の第12
回木のグランドフェアから大きな変化が生じました。

■「ウッドサマーフェステバル」から「木になるフェ
ステバル」へ

2002年夏の終わり頃でした。当時のS場長から呼び
出され，ぎょろりとした目を向けられて「お前はいつ
まで4日間もの土日イベントをやる気なのか？」と問
われました。迷うことなく小生は，「可能ならば1日
で終えたいです」と即答しました。その結果，2003
年度からの木のグランドフェアではウッドサマーフェ
ステバルと親子日曜大工教室を統合した「木になる
フェステバル」（土曜日のみの1日開催）となりまし
た。
それまでの10年強のイメージがしみ込んだ「ウッ

ドサマーフェステバル」を，新しいオープニングイベ
ント名に使いたくなかった小生は新名称を考えること
にしました。当時の旭川木材青壮年協議会に，「木に
なる委員会」なる「分科会」が存在することを偶然に
知りました。それをヒントに一般市民からみて「気に
なる（興味を引かれる）夏のイベント」になって欲し
いとの思いから，「木になるフェステバル」を提案し
ました。その名称が現在も使用されていることに密か
に感謝しています（イラスト1）。

■主催者視点からの一般市民対象イベントの難しさ
普及課長3年目に小生は，「市民に対する木材利用
文化普及啓発活動を考える―木のグランドフェアの歴

史と今後について－」と題したエッセイをウッディエ
イジに投稿しました（2001年6月号に掲載）。モノづ
くりイベント参加者に対して間伐材の意味や工作中の
木材樹種への興味を訪ねた聞き取りアンケートを実施
したところ，主催者の思いとはかけ離れた回答でし
た。手前味噌ですが，木材利用（文化）の普及活動を
担う方々にご一読頂きたい拙稿です（https://rinsan-
fukyu.jp/wp-ontent/uploads/woodyage/2001/200106A.
pdf）。

■林産技術交流プラザは歴史あるエクステンション活
動（≒リエゾン活動）の一つ
　全道各地域に林産試験場の職員がお邪魔し，主に木
材産業関係者と情報交換（技術相談対応を含む）する
「移動林産試験場」は1981年度から始まり，好評を
得たとの記録があります。そして1984年度から「林
産技術交流プラザ」に衣がえました。名称が変わって
も両者は林産試験場のエクステンション活動で，「地
域企業への貢献，地域企業との連携」を図る取り組み
です。
　情報化が進んでも，欲しい情報を得ることは意外と
難しいです。旭川で来客を待つスタンスから，新規の
技術情報などを持って各地域に出向くことは的を射た
活動だと思います。一方，続けることはマンネリ化と
の闘いでもあり，その業務遂行は複雑です。あくまで
も個人的意見ですが，『業界や地域のニーズに応える
試験研究成果が不足だと地域企業や行政関係者の方々
に林産試験場の訪問を喜んで頂けない』と感じ続けた
6年間でした。

　（つづく）

■普及業務とは？
林産試験場の普及業務はいかにあるべきか？道立試
験研究機関の普及業務には何が求められているか？な
どを自分なりに解釈・そしゃくする精神的余裕もな
く，最初の2年間は不慣れな分野に対する不安や自信
のなさを抱えながらも目前の業務遂行に全力投球しま
した。普及業務の神髄は悟れないものの，3年目に入
ると門前の小僧のごとくにルーチンワーク的な業務処
理については対応できるようになりました。振り返れ
ば6年もの期間留まり続けた普及課長ポストでした。

21世紀を目前にした2000年前後の大学組織に注目
すると，「リエゾン・オフィス」とか「エクステン
ション部門」，さらには「TLO」や「産学連携本
部」などの（小生には）聞きなれない組織が立ち上が
りつつありました。特許などの知的財産含む大学の研
究成果やその研究組織・人材を社会や企業などに知ら
しめて実社会で活用してもらう，または共同研究で実
用化を目指そうとする時代感がありました。大学が保
有する研究成果を売り込むだけでなく，大学と産業界
との連携活動や大学の社会貢献・社会連携が究極的な
狙いであり，リエゾン（Liaison：元々はフランス語
で連携・橋渡し・つなぐの意味で，組織や人物間のつ
ながりや関係を表す際に使われる）やエクステンショ
ン（Extension：社会貢献，社会連携）が使われたの
でしょう。国立大学の独立法人化に向けた制度改革が
明らかになり，大学としても入学者以外のひいき客の
確保（組織同士のつながり，人と人のつながり）を意
識し出したタイミングだったと想像します。
話を戻します。小生が対応に追われた目の前の業務
とは，一般市民対象イベントの「木のグランドフェア」
と各支庁単位で木材産業界および関連業界・行政など
と情報交換する「林産技術交流プラザ」です。業務の
重さに加えてマンネリとの指摘・陰口が聞こえる事業
でした。大げさかも知れませんが，両者は林産試験場
の準伝統的事業であり，小生の身勝手な解釈としては
「前向きのマンネリ活動」が継続を支えていました。

■木のグランドフェア
木のグランドフェアは林産試験場と（一社）北海道
林産技術普及協会の共催事業で，木の良さを一般市民
に広く知らしめるイベントとして，1992年度から小
中学生の夏休み期間中にあわせてロングラン開催して
いました（会場：林産試験場）。ターゲットの客層は
小中学生とそのファミリーです。親子日曜大工教室や
木工作品コンクールなどを設けて木材に触れる機会を
つくり，木製品に対する理解や生活の中で木材を利用
する意義の浸透を狙っていました（写真1）。

 

木のグランドフェアの開催記録をみると，オープニ
ングイベントおよび中間イベント（両者とも土日開
催）がそれぞれ「ウッドサマーフェステバル」または
「親子日曜大工教室」（写真1左下）でした。「ウッ
ドサマーフェステバル」ではおもしろ研究見学ツアー
（写真1右下）と命名した場内の見学会，バードテー
ブルを作る木工体験講座などの各種イベントを設定
し，全職員がほぼ総出で来場者対応に励みました。
「親子日曜大工教室」では小中学生を含むファミリー
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れました。総額で令和元年度は200億円，令和2年度
と令和3年度は400億円，令和4年度と令和5年度は500
億円というように段階的に増額され，令和6年度は総
務省の令和6年2月のプレスリリースによると合計641
億円が譲与される見込みとなっています。このうち，
300億円が準備金で残りが半年分の森林環境税相当額
とされています。
なお，北海道における令和6年度の譲与見込額の試
算では，市町村分で44.9億円，道分で5億円となって
いますが（図2），1億円を超える市町村が5つある一

方で，100万円未満の市町村が6つあり，道内でも市
町村によって譲与額には大きな差があります。
令和7年度以降は徴収される森林環境税の全額が森

林環境譲与税として譲与されることとなり，600億円
台の金額で継続されていく見込みとなっています。

■森林環境譲与税の使途
森林環境譲与税は譲与税であり，地方公共団体がそ
の裁量によって活用できるものですが，確実に森林整
備等の財源に充てられるように，法律で使途が定めら

■はじめに
「森林環境税」という税を読者のみなさんは御存知
でしょうか。令和6年度から徴収が開始された国税
で，既にみなさんが払っている税なのですが，令和6
年9月に道が実施した調査では，税の内容を知ってい
る人は回答者の10％，税の名称は聞いたことがある
という人は回答者の27％に留まりました。
本稿では，森林環境税と，森林環境税を財源として
各市町村及び各都道府県に譲与されている「森林環境
譲与税」について紹介します。

■森林環境税及び森林環境譲与税の趣旨と創設までの
経緯
森林の有する公益的機能としては，地球温暖化防
止，国土の保全や水源の涵養など様々なものがありま
すが，それらの機能を十分に発揮させるためには適時
に森林整備を進めていくことが重要です。一方で，間
伐等が必要な森林でも，所有者の管理意欲の低下や，
そもそも所有者が不明となっていて適切に管理されて
いない森林も多数存在します。また，林業労働者の高
齢化や人手不足等も大きな課題となっています。
そういった状況を踏まえ，令和元年から，手入れが
行き届いていない森林について，市町村が森林所有者
から経営管理の委託を受け，林業経営に適した森林は
意欲と能力のある林業経営体に再委託し，林業経営に
適さない森林は市町村が公的に管理する森林経営管理
制度が始まりました。それに併せて，森林整備や人材
育成・確保等に必要な地方財源を安定的に確保する観
点から，森林の公益的機能の受益者である国民が負担
する形で，森林環境税及び森林環境譲与税が創設され
ました。
森林整備を目的とした新税の要望は最近出てきたも
のではなく，40年近くも前から要望されてきたもの
です。林野庁は，昭和61年度税制改正要望において
森林の水源涵養機能を確保するための「水源税」の導
入を要望し，昭和62年度税制改正要望でも「森林・
河川緊急整備税」の導入を要望しましたが，いずれも

見送られました。
平成3年には地方交付税の枠外に「森林交付税」を

創設することが提唱され，全国規模で市町村団体によ
る運動が展開されたことを発端に，平成15年には森
林交付税から「全国森林環境・水源税」に，平成18
年には「全国森林環境税」の名称で新税の創設を目指
す方針に転換されました。
林野庁としても，温室効果ガスの排出削減目標の達
成に向けた森林吸収量の確保に必要となる間伐等を推
進するため，その財源となる税の創設を継続的に要望
してきました。そして，平成25年度与党税制改正大
綱で「森林吸収源対策等の財源の確保について早急に
総合的な検討を行うこと」とされ，政府与党で検討が
進められてきた結果，平成31年度税制改正において
森林環境税及び森林環境譲与税が創設されることが決
定されました1)。林務行政にとっては40年かけてよう
やく実現した独自の財源です。

■森林環境税及び森林環境譲与税の仕組み
森林環境税及び森林環境譲与税の制度設計イメージ
は図1のとおりです。森林環境税は市町村が個人住民
税均等割と合わせて年額千円を賦課徴収し，都道府県
を経由して国の特別会計に入ります。そして，森林環
境税の収入額に相当する額が森林環境譲与税として全
国の市町村と都道府県に譲与されます。この際，譲与
税の10分の9が市町村に，10分の1が都道府県に譲与
されます。いずれもその100分の55が私有林人工林面
積（農林業センサス），100分の20が林業就業者数
（国勢調査），100分の25が人口（国勢調査）で按分
され譲与されますが，私有林人工林面積は林野率補正
があり，林野率75％以上の場合は1.3倍の面積，林野
率85％以上の場合は1.5倍の面積として計算されま
す。
また，森林環境譲与税は，森林整備が喫緊の課題で
あるということを踏まえ，森林環境税の徴収に先立っ
て令和元年度から譲与が開始され，その財源には地方
公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金が活用さ

れています。市町村では「森林の整備に関する施策」
と，森林の整備の促進に資する施策として「森林の整
備を担うべき人材の育成及び確保」，「森林の有する
公益的機能に関する普及啓発」，「木材の利用の促
進」等の施策に使うこととなっており，都道府県では
市町村が実施する施策の支援や，市町村と同じく人材
育成・確保，普及啓発，木材利用等の施策に使うこと
となっています。
また，森林環境譲与税は，決算を議会の認定に付し
たときは遅滞なくインターネットの利用等により使途
を公表しなければならないことと法律で定められてお
り，税が森林整備等の使途に適正に活用されているか
どうかを納税者である住民が確認できるようにしてい
ます。

■森林環境譲与税の活用状況
譲与が開始された当初は市町村でもどのように活用
して良いか分からないという声も多く，積極的に使わ
ずに基金に積み立てる市町村も多かったのですが，
年々全国の市町村での活用事例が積み重なってきて，
国や道が発行する事例集や，総務省と林野庁が作成し
たポジティブリストなども参考にして活用が進み，道
内市町村では令和5年度に初めて譲与額を上回る活用
額となりました（図3）。活用区分としては森林整備
が最も多く，次いで木材利用となっています。

一方で，森林環境譲与税の活用がなかなか進んでい
ない市町村もあります。譲与額が少額で活用が難しい
という話や，今後公共施設整備等における木材利用の
計画があり積み立てているという話も聞いています
が，市町村や林業事業体の人員不足で活用が進まない
という状況も多く聞いています。しかし，住民の理解
を得るためには，市町村において，毎年少しずつでも
森林整備等につながる活用が進められるともに，広報
誌を始めとした様々な媒体で住民向けの広報が行われ
ることが重要だと考えています。
北海道の森林環境譲与税の活用については，公表し
ている取組方針に沿って，主に市町村の森林整備につ
ながる支援や林業の担い手の育成・確保，HOKKAIDO 
WOODの推進などに活用しています。詳細について
は「北海道　森林環境譲与税」と検索していただき，
森林計画課のホームページを是非御覧ください。

■森林環境譲与税の活用事例
道内市町村の活用事例については，上記ホームペー
ジで取組事例集を公開しています（図4）。
森林整備では，国の公共補助に準じた市町村単独補
助事業のほか，木材の搬出経費，路網の軽微な補修や
除雪といった，国の補助事業では対象とならない事業
を実施している市町村もあるなど，各市町村で現場か
ら寄せられる課題に即した活用が進められています。

人材の育成・確保では，地域林政アドバイザーの雇
用による専門人材の確保や，労働安全に係る研修や装
備への補助などの事業が実施されています。今後も森
林整備を続けていくためには地域の林業の担い手の確
保が不可欠であり，北森カレッジとも連携しながら，
各地で様々な取組が進められています。
木材利用では，木造公共施設の建設や内装木質化に
利用される事例が多いですが，札幌市では譲与開始初
年度から毎年積極的に学校等の公共施設への木材利用
が進められており3)，人口により譲与額が高くなる都
市部において先導的に活用された好例です。森林環境
譲与税が始まったことにより各市町村ではこれまで以
上に積極的な木材利用が進められていますが，木材を
利用することが森林整備につながっているということ
が理解されるよう，普及啓発もあわせて実施していく
ことが重要です。また，公園等の遊具やベンチなど，
住民の目に付きやすい物に活用されている事例も多
く，森林環境譲与税を活用している旨の表示をするこ
とで，税について知ってもらう機会を増やすことがで
きます。
普及啓発では，北海道発祥の「木育」の推進に関す
る事業が多く実施されています。令和5年度からは全
ての振興局林務課に木育担当者が配置され，各地で木
育マイスターや教育機関，企業等と連携した取組が進
められています。令和6年10月に釧路市で開催された
「くしろ木づなフェスティバル2024」は，地域の林
業・木材産業関係者が一堂に会し，2日間で3,940人の
来場者を集め盛況のうちに終わりました（写真）。地
域住民が直接参加して森林・林業・木材産業に触れる
機会を増やし，多くの人に応援してもらえるようにし
ていくことは，今後の林業・木材産業を若者に選ばれ

る成長産業にしていく上で重要なことだと考えていま
すので，全道各地でこのような取組が増えていくこと
を期待しています。

■おわりに
森林環境譲与税が始まった当時は，これまで独自財
源がなかった林務行政に急に大きなお金が降ってきた
ような感覚で，どのように使って良いか戸惑いもあっ
たと思います。私も令和2～3年の2年間，派遣で市町
村職員となり，森林環境譲与税の活用策を考えました
が，需要が無かったのか使い勝手が悪かったのか，考
えた事業が全然活用されず，なかなか思い通りには行
かないものだと思いました。
令和6年度からは森林環境税の徴収が始まり，住民
から税の活用について評価を受ける機会も増えてきま
す。
今後も森林環境譲与税が継続されていくためには，
税をしっかりと活用して森林整備を進め，住民に丁寧
に説明を続けて理解を得ていくことが重要です。道と
しても引き続き森林環境譲与税を活用した市町村の取
組をしっかりと支えていきたいと考えています。
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チームに木製ベンチ，花壇用木製棚，木製テーブル＆
イスセットなどの木製品を組み立てる工作に励んで頂
きました。林産試験場職員が工作の指導・アドバイス
役を担当し，参加した市民とのコミュニケーションを
取ります。さらに，完成した木製品の仕上がり具合を
外部審査員などが評価し，共催者が表彰（表彰状と副
賞を贈呈）するコンクールも設けていました。
親子日曜大工教室や木工体験講座の正確な募集チー
ム数や募集人数を忘れてしまいましたが，人気のモノ
づくりイベントとなって多くの方々が参加しました。
一方，普及課では木工作用の材料としてトドマツ間伐
材（丸太）を必要量購入しており，予算の減少から規
模縮小が不可欠な状況となっていました。加えてウッ
ドサマーフェステバルと親子日曜大工教室で通算4日
間の土日勤務となるため，職員の働き方改革を求める
声が大きくなっていました。そして2003年度の第12
回木のグランドフェアから大きな変化が生じました。

■「ウッドサマーフェステバル」から「木になるフェ
ステバル」へ

2002年夏の終わり頃でした。当時のS場長から呼び
出され，ぎょろりとした目を向けられて「お前はいつ
まで4日間もの土日イベントをやる気なのか？」と問
われました。迷うことなく小生は，「可能ならば1日
で終えたいです」と即答しました。その結果，2003
年度からの木のグランドフェアではウッドサマーフェ
ステバルと親子日曜大工教室を統合した「木になる
フェステバル」（土曜日のみの1日開催）となりまし
た。
それまでの10年強のイメージがしみ込んだ「ウッ

ドサマーフェステバル」を，新しいオープニングイベ
ント名に使いたくなかった小生は新名称を考えること
にしました。当時の旭川木材青壮年協議会に，「木に
なる委員会」なる「分科会」が存在することを偶然に
知りました。それをヒントに一般市民からみて「気に
なる（興味を引かれる）夏のイベント」になって欲し
いとの思いから，「木になるフェステバル」を提案し
ました。その名称が現在も使用されていることに密か
に感謝しています（イラスト1）。

■主催者視点からの一般市民対象イベントの難しさ
普及課長3年目に小生は，「市民に対する木材利用
文化普及啓発活動を考える―木のグランドフェアの歴

史と今後について－」と題したエッセイをウッディエ
イジに投稿しました（2001年6月号に掲載）。モノづ
くりイベント参加者に対して間伐材の意味や工作中の
木材樹種への興味を訪ねた聞き取りアンケートを実施
したところ，主催者の思いとはかけ離れた回答でし
た。手前味噌ですが，木材利用（文化）の普及活動を
担う方々にご一読頂きたい拙稿です（https://rinsan-
fukyu.jp/wp-ontent/uploads/woodyage/2001/200106A.
pdf）。

■林産技術交流プラザは歴史あるエクステンション活
動（≒リエゾン活動）の一つ
　全道各地域に林産試験場の職員がお邪魔し，主に木
材産業関係者と情報交換（技術相談対応を含む）する
「移動林産試験場」は1981年度から始まり，好評を
得たとの記録があります。そして1984年度から「林
産技術交流プラザ」に衣がえました。名称が変わって
も両者は林産試験場のエクステンション活動で，「地
域企業への貢献，地域企業との連携」を図る取り組み
です。
　情報化が進んでも，欲しい情報を得ることは意外と
難しいです。旭川で来客を待つスタンスから，新規の
技術情報などを持って各地域に出向くことは的を射た
活動だと思います。一方，続けることはマンネリ化と
の闘いでもあり，その業務遂行は複雑です。あくまで
も個人的意見ですが，『業界や地域のニーズに応える
試験研究成果が不足だと地域企業や行政関係者の方々
に林産試験場の訪問を喜んで頂けない』と感じ続けた
6年間でした。

　（つづく）

■普及業務とは？
林産試験場の普及業務はいかにあるべきか？道立試
験研究機関の普及業務には何が求められているか？な
どを自分なりに解釈・そしゃくする精神的余裕もな
く，最初の2年間は不慣れな分野に対する不安や自信
のなさを抱えながらも目前の業務遂行に全力投球しま
した。普及業務の神髄は悟れないものの，3年目に入
ると門前の小僧のごとくにルーチンワーク的な業務処
理については対応できるようになりました。振り返れ
ば6年もの期間留まり続けた普及課長ポストでした。

21世紀を目前にした2000年前後の大学組織に注目
すると，「リエゾン・オフィス」とか「エクステン
ション部門」，さらには「TLO」や「産学連携本
部」などの（小生には）聞きなれない組織が立ち上が
りつつありました。特許などの知的財産含む大学の研
究成果やその研究組織・人材を社会や企業などに知ら
しめて実社会で活用してもらう，または共同研究で実
用化を目指そうとする時代感がありました。大学が保
有する研究成果を売り込むだけでなく，大学と産業界
との連携活動や大学の社会貢献・社会連携が究極的な
狙いであり，リエゾン（Liaison：元々はフランス語
で連携・橋渡し・つなぐの意味で，組織や人物間のつ
ながりや関係を表す際に使われる）やエクステンショ
ン（Extension：社会貢献，社会連携）が使われたの
でしょう。国立大学の独立法人化に向けた制度改革が
明らかになり，大学としても入学者以外のひいき客の
確保（組織同士のつながり，人と人のつながり）を意
識し出したタイミングだったと想像します。
話を戻します。小生が対応に追われた目の前の業務
とは，一般市民対象イベントの「木のグランドフェア」
と各支庁単位で木材産業界および関連業界・行政など
と情報交換する「林産技術交流プラザ」です。業務の
重さに加えてマンネリとの指摘・陰口が聞こえる事業
でした。大げさかも知れませんが，両者は林産試験場
の準伝統的事業であり，小生の身勝手な解釈としては
「前向きのマンネリ活動」が継続を支えていました。

■木のグランドフェア
木のグランドフェアは林産試験場と（一社）北海道
林産技術普及協会の共催事業で，木の良さを一般市民
に広く知らしめるイベントとして，1992年度から小
中学生の夏休み期間中にあわせてロングラン開催して
いました（会場：林産試験場）。ターゲットの客層は
小中学生とそのファミリーです。親子日曜大工教室や
木工作品コンクールなどを設けて木材に触れる機会を
つくり，木製品に対する理解や生活の中で木材を利用
する意義の浸透を狙っていました（写真1）。

 

木のグランドフェアの開催記録をみると，オープニ
ングイベントおよび中間イベント（両者とも土日開
催）がそれぞれ「ウッドサマーフェステバル」または
「親子日曜大工教室」（写真1左下）でした。「ウッ
ドサマーフェステバル」ではおもしろ研究見学ツアー
（写真1右下）と命名した場内の見学会，バードテー
ブルを作る木工体験講座などの各種イベントを設定
し，全職員がほぼ総出で来場者対応に励みました。
「親子日曜大工教室」では小中学生を含むファミリー図2　森林環境譲与税譲与額の推移と譲与基準

図1　森林環境税及び森林環境譲与税の制度設計 2)

50％：私有林人工林面積（林野率による補正あり）

20％：林業就業者数

30％：人口

市町村分

都道府県分 市町村と同じ基準

市町村：

都道府県の割合
80：20 85：15 88：12 90：10

全国

市町村分 160 340 440 577 　620 　　540
都道府県分 40 60 60 64 　69 　　60

合計 200 400 500 641 　689 　　600

北海道

市町村分 12.2 26.1 33.7 44.9 　48.3 　　41.4
道分 3.1 4.6 4.6 5.0 　5.4 　　4.6
合計 15.3 30.7 38.3 49.9 　53.6 　　46.0

（単位：億円）
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地方公共団体金融機構
金利変動準備金を活用（2,300億円）
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55％：私有林人工林面積（林野率による補正あり）

20％：林業就業者数

25％：人口
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R6以降は見込額

林野率 補正の方法

85％以上の市町村 1.5 倍に割増し

75％以上85％未満の市町村 1.3 倍に割増し

※林野率による補正

【譲与基準】



4

れました。総額で令和元年度は200億円，令和2年度
と令和3年度は400億円，令和4年度と令和5年度は500
億円というように段階的に増額され，令和6年度は総
務省の令和6年2月のプレスリリースによると合計641
億円が譲与される見込みとなっています。このうち，
300億円が準備金で残りが半年分の森林環境税相当額
とされています。
なお，北海道における令和6年度の譲与見込額の試
算では，市町村分で44.9億円，道分で5億円となって
いますが（図2），1億円を超える市町村が5つある一

方で，100万円未満の市町村が6つあり，道内でも市
町村によって譲与額には大きな差があります。
令和7年度以降は徴収される森林環境税の全額が森

林環境譲与税として譲与されることとなり，600億円
台の金額で継続されていく見込みとなっています。

■森林環境譲与税の使途
森林環境譲与税は譲与税であり，地方公共団体がそ
の裁量によって活用できるものですが，確実に森林整
備等の財源に充てられるように，法律で使途が定めら

■はじめに
「森林環境税」という税を読者のみなさんは御存知
でしょうか。令和6年度から徴収が開始された国税
で，既にみなさんが払っている税なのですが，令和6
年9月に道が実施した調査では，税の内容を知ってい
る人は回答者の10％，税の名称は聞いたことがある
という人は回答者の27％に留まりました。
本稿では，森林環境税と，森林環境税を財源として
各市町村及び各都道府県に譲与されている「森林環境
譲与税」について紹介します。

■森林環境税及び森林環境譲与税の趣旨と創設までの
経緯
森林の有する公益的機能としては，地球温暖化防
止，国土の保全や水源の涵養など様々なものがありま
すが，それらの機能を十分に発揮させるためには適時
に森林整備を進めていくことが重要です。一方で，間
伐等が必要な森林でも，所有者の管理意欲の低下や，
そもそも所有者が不明となっていて適切に管理されて
いない森林も多数存在します。また，林業労働者の高
齢化や人手不足等も大きな課題となっています。
そういった状況を踏まえ，令和元年から，手入れが
行き届いていない森林について，市町村が森林所有者
から経営管理の委託を受け，林業経営に適した森林は
意欲と能力のある林業経営体に再委託し，林業経営に
適さない森林は市町村が公的に管理する森林経営管理
制度が始まりました。それに併せて，森林整備や人材
育成・確保等に必要な地方財源を安定的に確保する観
点から，森林の公益的機能の受益者である国民が負担
する形で，森林環境税及び森林環境譲与税が創設され
ました。
森林整備を目的とした新税の要望は最近出てきたも
のではなく，40年近くも前から要望されてきたもの
です。林野庁は，昭和61年度税制改正要望において
森林の水源涵養機能を確保するための「水源税」の導
入を要望し，昭和62年度税制改正要望でも「森林・
河川緊急整備税」の導入を要望しましたが，いずれも

見送られました。
平成3年には地方交付税の枠外に「森林交付税」を

創設することが提唱され，全国規模で市町村団体によ
る運動が展開されたことを発端に，平成15年には森
林交付税から「全国森林環境・水源税」に，平成18
年には「全国森林環境税」の名称で新税の創設を目指
す方針に転換されました。
林野庁としても，温室効果ガスの排出削減目標の達
成に向けた森林吸収量の確保に必要となる間伐等を推
進するため，その財源となる税の創設を継続的に要望
してきました。そして，平成25年度与党税制改正大
綱で「森林吸収源対策等の財源の確保について早急に
総合的な検討を行うこと」とされ，政府与党で検討が
進められてきた結果，平成31年度税制改正において
森林環境税及び森林環境譲与税が創設されることが決
定されました1)。林務行政にとっては40年かけてよう
やく実現した独自の財源です。

■森林環境税及び森林環境譲与税の仕組み
森林環境税及び森林環境譲与税の制度設計イメージ
は図1のとおりです。森林環境税は市町村が個人住民
税均等割と合わせて年額千円を賦課徴収し，都道府県
を経由して国の特別会計に入ります。そして，森林環
境税の収入額に相当する額が森林環境譲与税として全
国の市町村と都道府県に譲与されます。この際，譲与
税の10分の9が市町村に，10分の1が都道府県に譲与
されます。いずれもその100分の55が私有林人工林面
積（農林業センサス），100分の20が林業就業者数
（国勢調査），100分の25が人口（国勢調査）で按分
され譲与されますが，私有林人工林面積は林野率補正
があり，林野率75％以上の場合は1.3倍の面積，林野
率85％以上の場合は1.5倍の面積として計算されま
す。
また，森林環境譲与税は，森林整備が喫緊の課題で
あるということを踏まえ，森林環境税の徴収に先立っ
て令和元年度から譲与が開始され，その財源には地方
公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金が活用さ

れています。市町村では「森林の整備に関する施策」
と，森林の整備の促進に資する施策として「森林の整
備を担うべき人材の育成及び確保」，「森林の有する
公益的機能に関する普及啓発」，「木材の利用の促
進」等の施策に使うこととなっており，都道府県では
市町村が実施する施策の支援や，市町村と同じく人材
育成・確保，普及啓発，木材利用等の施策に使うこと
となっています。
また，森林環境譲与税は，決算を議会の認定に付し
たときは遅滞なくインターネットの利用等により使途
を公表しなければならないことと法律で定められてお
り，税が森林整備等の使途に適正に活用されているか
どうかを納税者である住民が確認できるようにしてい
ます。

■森林環境譲与税の活用状況
譲与が開始された当初は市町村でもどのように活用
して良いか分からないという声も多く，積極的に使わ
ずに基金に積み立てる市町村も多かったのですが，
年々全国の市町村での活用事例が積み重なってきて，
国や道が発行する事例集や，総務省と林野庁が作成し
たポジティブリストなども参考にして活用が進み，道
内市町村では令和5年度に初めて譲与額を上回る活用
額となりました（図3）。活用区分としては森林整備
が最も多く，次いで木材利用となっています。

一方で，森林環境譲与税の活用がなかなか進んでい
ない市町村もあります。譲与額が少額で活用が難しい
という話や，今後公共施設整備等における木材利用の
計画があり積み立てているという話も聞いています
が，市町村や林業事業体の人員不足で活用が進まない
という状況も多く聞いています。しかし，住民の理解
を得るためには，市町村において，毎年少しずつでも
森林整備等につながる活用が進められるともに，広報
誌を始めとした様々な媒体で住民向けの広報が行われ
ることが重要だと考えています。
北海道の森林環境譲与税の活用については，公表し
ている取組方針に沿って，主に市町村の森林整備につ
ながる支援や林業の担い手の育成・確保，HOKKAIDO 
WOODの推進などに活用しています。詳細について
は「北海道　森林環境譲与税」と検索していただき，
森林計画課のホームページを是非御覧ください。

■森林環境譲与税の活用事例
道内市町村の活用事例については，上記ホームペー
ジで取組事例集を公開しています（図4）。
森林整備では，国の公共補助に準じた市町村単独補
助事業のほか，木材の搬出経費，路網の軽微な補修や
除雪といった，国の補助事業では対象とならない事業
を実施している市町村もあるなど，各市町村で現場か
ら寄せられる課題に即した活用が進められています。

人材の育成・確保では，地域林政アドバイザーの雇
用による専門人材の確保や，労働安全に係る研修や装
備への補助などの事業が実施されています。今後も森
林整備を続けていくためには地域の林業の担い手の確
保が不可欠であり，北森カレッジとも連携しながら，
各地で様々な取組が進められています。
木材利用では，木造公共施設の建設や内装木質化に
利用される事例が多いですが，札幌市では譲与開始初
年度から毎年積極的に学校等の公共施設への木材利用
が進められており3)，人口により譲与額が高くなる都
市部において先導的に活用された好例です。森林環境
譲与税が始まったことにより各市町村ではこれまで以
上に積極的な木材利用が進められていますが，木材を
利用することが森林整備につながっているということ
が理解されるよう，普及啓発もあわせて実施していく
ことが重要です。また，公園等の遊具やベンチなど，
住民の目に付きやすい物に活用されている事例も多
く，森林環境譲与税を活用している旨の表示をするこ
とで，税について知ってもらう機会を増やすことがで
きます。
普及啓発では，北海道発祥の「木育」の推進に関す
る事業が多く実施されています。令和5年度からは全
ての振興局林務課に木育担当者が配置され，各地で木
育マイスターや教育機関，企業等と連携した取組が進
められています。令和6年10月に釧路市で開催された
「くしろ木づなフェスティバル2024」は，地域の林
業・木材産業関係者が一堂に会し，2日間で3,940人の
来場者を集め盛況のうちに終わりました（写真）。地
域住民が直接参加して森林・林業・木材産業に触れる
機会を増やし，多くの人に応援してもらえるようにし
ていくことは，今後の林業・木材産業を若者に選ばれ

る成長産業にしていく上で重要なことだと考えていま
すので，全道各地でこのような取組が増えていくこと
を期待しています。

■おわりに
森林環境譲与税が始まった当時は，これまで独自財
源がなかった林務行政に急に大きなお金が降ってきた
ような感覚で，どのように使って良いか戸惑いもあっ
たと思います。私も令和2～3年の2年間，派遣で市町
村職員となり，森林環境譲与税の活用策を考えました
が，需要が無かったのか使い勝手が悪かったのか，考
えた事業が全然活用されず，なかなか思い通りには行
かないものだと思いました。
令和6年度からは森林環境税の徴収が始まり，住民
から税の活用について評価を受ける機会も増えてきま
す。
今後も森林環境譲与税が継続されていくためには，
税をしっかりと活用して森林整備を進め，住民に丁寧
に説明を続けて理解を得ていくことが重要です。道と
しても引き続き森林環境譲与税を活用した市町村の取
組をしっかりと支えていきたいと考えています。
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チームに木製ベンチ，花壇用木製棚，木製テーブル＆
イスセットなどの木製品を組み立てる工作に励んで頂
きました。林産試験場職員が工作の指導・アドバイス
役を担当し，参加した市民とのコミュニケーションを
取ります。さらに，完成した木製品の仕上がり具合を
外部審査員などが評価し，共催者が表彰（表彰状と副
賞を贈呈）するコンクールも設けていました。
親子日曜大工教室や木工体験講座の正確な募集チー
ム数や募集人数を忘れてしまいましたが，人気のモノ
づくりイベントとなって多くの方々が参加しました。
一方，普及課では木工作用の材料としてトドマツ間伐
材（丸太）を必要量購入しており，予算の減少から規
模縮小が不可欠な状況となっていました。加えてウッ
ドサマーフェステバルと親子日曜大工教室で通算4日
間の土日勤務となるため，職員の働き方改革を求める
声が大きくなっていました。そして2003年度の第12
回木のグランドフェアから大きな変化が生じました。

■「ウッドサマーフェステバル」から「木になるフェ
ステバル」へ

2002年夏の終わり頃でした。当時のS場長から呼び
出され，ぎょろりとした目を向けられて「お前はいつ
まで4日間もの土日イベントをやる気なのか？」と問
われました。迷うことなく小生は，「可能ならば1日
で終えたいです」と即答しました。その結果，2003
年度からの木のグランドフェアではウッドサマーフェ
ステバルと親子日曜大工教室を統合した「木になる
フェステバル」（土曜日のみの1日開催）となりまし
た。
それまでの10年強のイメージがしみ込んだ「ウッ

ドサマーフェステバル」を，新しいオープニングイベ
ント名に使いたくなかった小生は新名称を考えること
にしました。当時の旭川木材青壮年協議会に，「木に
なる委員会」なる「分科会」が存在することを偶然に
知りました。それをヒントに一般市民からみて「気に
なる（興味を引かれる）夏のイベント」になって欲し
いとの思いから，「木になるフェステバル」を提案し
ました。その名称が現在も使用されていることに密か
に感謝しています（イラスト1）。

■主催者視点からの一般市民対象イベントの難しさ
普及課長3年目に小生は，「市民に対する木材利用
文化普及啓発活動を考える―木のグランドフェアの歴

史と今後について－」と題したエッセイをウッディエ
イジに投稿しました（2001年6月号に掲載）。モノづ
くりイベント参加者に対して間伐材の意味や工作中の
木材樹種への興味を訪ねた聞き取りアンケートを実施
したところ，主催者の思いとはかけ離れた回答でし
た。手前味噌ですが，木材利用（文化）の普及活動を
担う方々にご一読頂きたい拙稿です（https://rinsan-
fukyu.jp/wp-ontent/uploads/woodyage/2001/200106A.
pdf）。

■林産技術交流プラザは歴史あるエクステンション活
動（≒リエゾン活動）の一つ
　全道各地域に林産試験場の職員がお邪魔し，主に木
材産業関係者と情報交換（技術相談対応を含む）する
「移動林産試験場」は1981年度から始まり，好評を
得たとの記録があります。そして1984年度から「林
産技術交流プラザ」に衣がえました。名称が変わって
も両者は林産試験場のエクステンション活動で，「地
域企業への貢献，地域企業との連携」を図る取り組み
です。
　情報化が進んでも，欲しい情報を得ることは意外と
難しいです。旭川で来客を待つスタンスから，新規の
技術情報などを持って各地域に出向くことは的を射た
活動だと思います。一方，続けることはマンネリ化と
の闘いでもあり，その業務遂行は複雑です。あくまで
も個人的意見ですが，『業界や地域のニーズに応える
試験研究成果が不足だと地域企業や行政関係者の方々
に林産試験場の訪問を喜んで頂けない』と感じ続けた
6年間でした。

　（つづく）

■普及業務とは？
林産試験場の普及業務はいかにあるべきか？道立試
験研究機関の普及業務には何が求められているか？な
どを自分なりに解釈・そしゃくする精神的余裕もな
く，最初の2年間は不慣れな分野に対する不安や自信
のなさを抱えながらも目前の業務遂行に全力投球しま
した。普及業務の神髄は悟れないものの，3年目に入
ると門前の小僧のごとくにルーチンワーク的な業務処
理については対応できるようになりました。振り返れ
ば6年もの期間留まり続けた普及課長ポストでした。

21世紀を目前にした2000年前後の大学組織に注目
すると，「リエゾン・オフィス」とか「エクステン
ション部門」，さらには「TLO」や「産学連携本
部」などの（小生には）聞きなれない組織が立ち上が
りつつありました。特許などの知的財産含む大学の研
究成果やその研究組織・人材を社会や企業などに知ら
しめて実社会で活用してもらう，または共同研究で実
用化を目指そうとする時代感がありました。大学が保
有する研究成果を売り込むだけでなく，大学と産業界
との連携活動や大学の社会貢献・社会連携が究極的な
狙いであり，リエゾン（Liaison：元々はフランス語
で連携・橋渡し・つなぐの意味で，組織や人物間のつ
ながりや関係を表す際に使われる）やエクステンショ
ン（Extension：社会貢献，社会連携）が使われたの
でしょう。国立大学の独立法人化に向けた制度改革が
明らかになり，大学としても入学者以外のひいき客の
確保（組織同士のつながり，人と人のつながり）を意
識し出したタイミングだったと想像します。
話を戻します。小生が対応に追われた目の前の業務
とは，一般市民対象イベントの「木のグランドフェア」
と各支庁単位で木材産業界および関連業界・行政など
と情報交換する「林産技術交流プラザ」です。業務の
重さに加えてマンネリとの指摘・陰口が聞こえる事業
でした。大げさかも知れませんが，両者は林産試験場
の準伝統的事業であり，小生の身勝手な解釈としては
「前向きのマンネリ活動」が継続を支えていました。

■木のグランドフェア
木のグランドフェアは林産試験場と（一社）北海道
林産技術普及協会の共催事業で，木の良さを一般市民
に広く知らしめるイベントとして，1992年度から小
中学生の夏休み期間中にあわせてロングラン開催して
いました（会場：林産試験場）。ターゲットの客層は
小中学生とそのファミリーです。親子日曜大工教室や
木工作品コンクールなどを設けて木材に触れる機会を
つくり，木製品に対する理解や生活の中で木材を利用
する意義の浸透を狙っていました（写真1）。

 

木のグランドフェアの開催記録をみると，オープニ
ングイベントおよび中間イベント（両者とも土日開
催）がそれぞれ「ウッドサマーフェステバル」または
「親子日曜大工教室」（写真1左下）でした。「ウッ
ドサマーフェステバル」ではおもしろ研究見学ツアー
（写真1右下）と命名した場内の見学会，バードテー
ブルを作る木工体験講座などの各種イベントを設定
し，全職員がほぼ総出で来場者対応に励みました。
「親子日曜大工教室」では小中学生を含むファミリー図3　道内市町村の森林環境譲与税の活用状況の推移
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れました。総額で令和元年度は200億円，令和2年度
と令和3年度は400億円，令和4年度と令和5年度は500
億円というように段階的に増額され，令和6年度は総
務省の令和6年2月のプレスリリースによると合計641
億円が譲与される見込みとなっています。このうち，
300億円が準備金で残りが半年分の森林環境税相当額
とされています。
なお，北海道における令和6年度の譲与見込額の試
算では，市町村分で44.9億円，道分で5億円となって
いますが（図2），1億円を超える市町村が5つある一

方で，100万円未満の市町村が6つあり，道内でも市
町村によって譲与額には大きな差があります。
令和7年度以降は徴収される森林環境税の全額が森

林環境譲与税として譲与されることとなり，600億円
台の金額で継続されていく見込みとなっています。

■森林環境譲与税の使途
森林環境譲与税は譲与税であり，地方公共団体がそ
の裁量によって活用できるものですが，確実に森林整
備等の財源に充てられるように，法律で使途が定めら

■はじめに
「森林環境税」という税を読者のみなさんは御存知
でしょうか。令和6年度から徴収が開始された国税
で，既にみなさんが払っている税なのですが，令和6
年9月に道が実施した調査では，税の内容を知ってい
る人は回答者の10％，税の名称は聞いたことがある
という人は回答者の27％に留まりました。
本稿では，森林環境税と，森林環境税を財源として
各市町村及び各都道府県に譲与されている「森林環境
譲与税」について紹介します。

■森林環境税及び森林環境譲与税の趣旨と創設までの
経緯
森林の有する公益的機能としては，地球温暖化防
止，国土の保全や水源の涵養など様々なものがありま
すが，それらの機能を十分に発揮させるためには適時
に森林整備を進めていくことが重要です。一方で，間
伐等が必要な森林でも，所有者の管理意欲の低下や，
そもそも所有者が不明となっていて適切に管理されて
いない森林も多数存在します。また，林業労働者の高
齢化や人手不足等も大きな課題となっています。
そういった状況を踏まえ，令和元年から，手入れが
行き届いていない森林について，市町村が森林所有者
から経営管理の委託を受け，林業経営に適した森林は
意欲と能力のある林業経営体に再委託し，林業経営に
適さない森林は市町村が公的に管理する森林経営管理
制度が始まりました。それに併せて，森林整備や人材
育成・確保等に必要な地方財源を安定的に確保する観
点から，森林の公益的機能の受益者である国民が負担
する形で，森林環境税及び森林環境譲与税が創設され
ました。
森林整備を目的とした新税の要望は最近出てきたも
のではなく，40年近くも前から要望されてきたもの
です。林野庁は，昭和61年度税制改正要望において
森林の水源涵養機能を確保するための「水源税」の導
入を要望し，昭和62年度税制改正要望でも「森林・
河川緊急整備税」の導入を要望しましたが，いずれも

見送られました。
平成3年には地方交付税の枠外に「森林交付税」を

創設することが提唱され，全国規模で市町村団体によ
る運動が展開されたことを発端に，平成15年には森
林交付税から「全国森林環境・水源税」に，平成18
年には「全国森林環境税」の名称で新税の創設を目指
す方針に転換されました。
林野庁としても，温室効果ガスの排出削減目標の達
成に向けた森林吸収量の確保に必要となる間伐等を推
進するため，その財源となる税の創設を継続的に要望
してきました。そして，平成25年度与党税制改正大
綱で「森林吸収源対策等の財源の確保について早急に
総合的な検討を行うこと」とされ，政府与党で検討が
進められてきた結果，平成31年度税制改正において
森林環境税及び森林環境譲与税が創設されることが決
定されました1)。林務行政にとっては40年かけてよう
やく実現した独自の財源です。

■森林環境税及び森林環境譲与税の仕組み
森林環境税及び森林環境譲与税の制度設計イメージ
は図1のとおりです。森林環境税は市町村が個人住民
税均等割と合わせて年額千円を賦課徴収し，都道府県
を経由して国の特別会計に入ります。そして，森林環
境税の収入額に相当する額が森林環境譲与税として全
国の市町村と都道府県に譲与されます。この際，譲与
税の10分の9が市町村に，10分の1が都道府県に譲与
されます。いずれもその100分の55が私有林人工林面
積（農林業センサス），100分の20が林業就業者数
（国勢調査），100分の25が人口（国勢調査）で按分
され譲与されますが，私有林人工林面積は林野率補正
があり，林野率75％以上の場合は1.3倍の面積，林野
率85％以上の場合は1.5倍の面積として計算されま
す。
また，森林環境譲与税は，森林整備が喫緊の課題で
あるということを踏まえ，森林環境税の徴収に先立っ
て令和元年度から譲与が開始され，その財源には地方
公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金が活用さ

れています。市町村では「森林の整備に関する施策」
と，森林の整備の促進に資する施策として「森林の整
備を担うべき人材の育成及び確保」，「森林の有する
公益的機能に関する普及啓発」，「木材の利用の促
進」等の施策に使うこととなっており，都道府県では
市町村が実施する施策の支援や，市町村と同じく人材
育成・確保，普及啓発，木材利用等の施策に使うこと
となっています。
また，森林環境譲与税は，決算を議会の認定に付し
たときは遅滞なくインターネットの利用等により使途
を公表しなければならないことと法律で定められてお
り，税が森林整備等の使途に適正に活用されているか
どうかを納税者である住民が確認できるようにしてい
ます。

■森林環境譲与税の活用状況
譲与が開始された当初は市町村でもどのように活用
して良いか分からないという声も多く，積極的に使わ
ずに基金に積み立てる市町村も多かったのですが，
年々全国の市町村での活用事例が積み重なってきて，
国や道が発行する事例集や，総務省と林野庁が作成し
たポジティブリストなども参考にして活用が進み，道
内市町村では令和5年度に初めて譲与額を上回る活用
額となりました（図3）。活用区分としては森林整備
が最も多く，次いで木材利用となっています。

一方で，森林環境譲与税の活用がなかなか進んでい
ない市町村もあります。譲与額が少額で活用が難しい
という話や，今後公共施設整備等における木材利用の
計画があり積み立てているという話も聞いています
が，市町村や林業事業体の人員不足で活用が進まない
という状況も多く聞いています。しかし，住民の理解
を得るためには，市町村において，毎年少しずつでも
森林整備等につながる活用が進められるともに，広報
誌を始めとした様々な媒体で住民向けの広報が行われ
ることが重要だと考えています。
北海道の森林環境譲与税の活用については，公表し
ている取組方針に沿って，主に市町村の森林整備につ
ながる支援や林業の担い手の育成・確保，HOKKAIDO 
WOODの推進などに活用しています。詳細について
は「北海道　森林環境譲与税」と検索していただき，
森林計画課のホームページを是非御覧ください。

■森林環境譲与税の活用事例
道内市町村の活用事例については，上記ホームペー
ジで取組事例集を公開しています（図4）。
森林整備では，国の公共補助に準じた市町村単独補
助事業のほか，木材の搬出経費，路網の軽微な補修や
除雪といった，国の補助事業では対象とならない事業
を実施している市町村もあるなど，各市町村で現場か
ら寄せられる課題に即した活用が進められています。

人材の育成・確保では，地域林政アドバイザーの雇
用による専門人材の確保や，労働安全に係る研修や装
備への補助などの事業が実施されています。今後も森
林整備を続けていくためには地域の林業の担い手の確
保が不可欠であり，北森カレッジとも連携しながら，
各地で様々な取組が進められています。
木材利用では，木造公共施設の建設や内装木質化に
利用される事例が多いですが，札幌市では譲与開始初
年度から毎年積極的に学校等の公共施設への木材利用
が進められており3)，人口により譲与額が高くなる都
市部において先導的に活用された好例です。森林環境
譲与税が始まったことにより各市町村ではこれまで以
上に積極的な木材利用が進められていますが，木材を
利用することが森林整備につながっているということ
が理解されるよう，普及啓発もあわせて実施していく
ことが重要です。また，公園等の遊具やベンチなど，
住民の目に付きやすい物に活用されている事例も多
く，森林環境譲与税を活用している旨の表示をするこ
とで，税について知ってもらう機会を増やすことがで
きます。
普及啓発では，北海道発祥の「木育」の推進に関す
る事業が多く実施されています。令和5年度からは全
ての振興局林務課に木育担当者が配置され，各地で木
育マイスターや教育機関，企業等と連携した取組が進
められています。令和6年10月に釧路市で開催された
「くしろ木づなフェスティバル2024」は，地域の林
業・木材産業関係者が一堂に会し，2日間で3,940人の
来場者を集め盛況のうちに終わりました（写真）。地
域住民が直接参加して森林・林業・木材産業に触れる
機会を増やし，多くの人に応援してもらえるようにし
ていくことは，今後の林業・木材産業を若者に選ばれ

る成長産業にしていく上で重要なことだと考えていま
すので，全道各地でこのような取組が増えていくこと
を期待しています。

■おわりに
森林環境譲与税が始まった当時は，これまで独自財
源がなかった林務行政に急に大きなお金が降ってきた
ような感覚で，どのように使って良いか戸惑いもあっ
たと思います。私も令和2～3年の2年間，派遣で市町
村職員となり，森林環境譲与税の活用策を考えました
が，需要が無かったのか使い勝手が悪かったのか，考
えた事業が全然活用されず，なかなか思い通りには行
かないものだと思いました。
令和6年度からは森林環境税の徴収が始まり，住民
から税の活用について評価を受ける機会も増えてきま
す。
今後も森林環境譲与税が継続されていくためには，
税をしっかりと活用して森林整備を進め，住民に丁寧
に説明を続けて理解を得ていくことが重要です。道と
しても引き続き森林環境譲与税を活用した市町村の取
組をしっかりと支えていきたいと考えています。
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チームに木製ベンチ，花壇用木製棚，木製テーブル＆
イスセットなどの木製品を組み立てる工作に励んで頂
きました。林産試験場職員が工作の指導・アドバイス
役を担当し，参加した市民とのコミュニケーションを
取ります。さらに，完成した木製品の仕上がり具合を
外部審査員などが評価し，共催者が表彰（表彰状と副
賞を贈呈）するコンクールも設けていました。
親子日曜大工教室や木工体験講座の正確な募集チー
ム数や募集人数を忘れてしまいましたが，人気のモノ
づくりイベントとなって多くの方々が参加しました。
一方，普及課では木工作用の材料としてトドマツ間伐
材（丸太）を必要量購入しており，予算の減少から規
模縮小が不可欠な状況となっていました。加えてウッ
ドサマーフェステバルと親子日曜大工教室で通算4日
間の土日勤務となるため，職員の働き方改革を求める
声が大きくなっていました。そして2003年度の第12
回木のグランドフェアから大きな変化が生じました。

■「ウッドサマーフェステバル」から「木になるフェ
ステバル」へ

2002年夏の終わり頃でした。当時のS場長から呼び
出され，ぎょろりとした目を向けられて「お前はいつ
まで4日間もの土日イベントをやる気なのか？」と問
われました。迷うことなく小生は，「可能ならば1日
で終えたいです」と即答しました。その結果，2003
年度からの木のグランドフェアではウッドサマーフェ
ステバルと親子日曜大工教室を統合した「木になる
フェステバル」（土曜日のみの1日開催）となりまし
た。
それまでの10年強のイメージがしみ込んだ「ウッ

ドサマーフェステバル」を，新しいオープニングイベ
ント名に使いたくなかった小生は新名称を考えること
にしました。当時の旭川木材青壮年協議会に，「木に
なる委員会」なる「分科会」が存在することを偶然に
知りました。それをヒントに一般市民からみて「気に
なる（興味を引かれる）夏のイベント」になって欲し
いとの思いから，「木になるフェステバル」を提案し
ました。その名称が現在も使用されていることに密か
に感謝しています（イラスト1）。

■主催者視点からの一般市民対象イベントの難しさ
普及課長3年目に小生は，「市民に対する木材利用
文化普及啓発活動を考える―木のグランドフェアの歴

史と今後について－」と題したエッセイをウッディエ
イジに投稿しました（2001年6月号に掲載）。モノづ
くりイベント参加者に対して間伐材の意味や工作中の
木材樹種への興味を訪ねた聞き取りアンケートを実施
したところ，主催者の思いとはかけ離れた回答でし
た。手前味噌ですが，木材利用（文化）の普及活動を
担う方々にご一読頂きたい拙稿です（https://rinsan-
fukyu.jp/wp-ontent/uploads/woodyage/2001/200106A.
pdf）。

■林産技術交流プラザは歴史あるエクステンション活
動（≒リエゾン活動）の一つ
　全道各地域に林産試験場の職員がお邪魔し，主に木
材産業関係者と情報交換（技術相談対応を含む）する
「移動林産試験場」は1981年度から始まり，好評を
得たとの記録があります。そして1984年度から「林
産技術交流プラザ」に衣がえました。名称が変わって
も両者は林産試験場のエクステンション活動で，「地
域企業への貢献，地域企業との連携」を図る取り組み
です。
　情報化が進んでも，欲しい情報を得ることは意外と
難しいです。旭川で来客を待つスタンスから，新規の
技術情報などを持って各地域に出向くことは的を射た
活動だと思います。一方，続けることはマンネリ化と
の闘いでもあり，その業務遂行は複雑です。あくまで
も個人的意見ですが，『業界や地域のニーズに応える
試験研究成果が不足だと地域企業や行政関係者の方々
に林産試験場の訪問を喜んで頂けない』と感じ続けた
6年間でした。

　（つづく）

■普及業務とは？
林産試験場の普及業務はいかにあるべきか？道立試
験研究機関の普及業務には何が求められているか？な
どを自分なりに解釈・そしゃくする精神的余裕もな
く，最初の2年間は不慣れな分野に対する不安や自信
のなさを抱えながらも目前の業務遂行に全力投球しま
した。普及業務の神髄は悟れないものの，3年目に入
ると門前の小僧のごとくにルーチンワーク的な業務処
理については対応できるようになりました。振り返れ
ば6年もの期間留まり続けた普及課長ポストでした。

21世紀を目前にした2000年前後の大学組織に注目
すると，「リエゾン・オフィス」とか「エクステン
ション部門」，さらには「TLO」や「産学連携本
部」などの（小生には）聞きなれない組織が立ち上が
りつつありました。特許などの知的財産含む大学の研
究成果やその研究組織・人材を社会や企業などに知ら
しめて実社会で活用してもらう，または共同研究で実
用化を目指そうとする時代感がありました。大学が保
有する研究成果を売り込むだけでなく，大学と産業界
との連携活動や大学の社会貢献・社会連携が究極的な
狙いであり，リエゾン（Liaison：元々はフランス語
で連携・橋渡し・つなぐの意味で，組織や人物間のつ
ながりや関係を表す際に使われる）やエクステンショ
ン（Extension：社会貢献，社会連携）が使われたの
でしょう。国立大学の独立法人化に向けた制度改革が
明らかになり，大学としても入学者以外のひいき客の
確保（組織同士のつながり，人と人のつながり）を意
識し出したタイミングだったと想像します。
話を戻します。小生が対応に追われた目の前の業務
とは，一般市民対象イベントの「木のグランドフェア」
と各支庁単位で木材産業界および関連業界・行政など
と情報交換する「林産技術交流プラザ」です。業務の
重さに加えてマンネリとの指摘・陰口が聞こえる事業
でした。大げさかも知れませんが，両者は林産試験場
の準伝統的事業であり，小生の身勝手な解釈としては
「前向きのマンネリ活動」が継続を支えていました。

■木のグランドフェア
木のグランドフェアは林産試験場と（一社）北海道
林産技術普及協会の共催事業で，木の良さを一般市民
に広く知らしめるイベントとして，1992年度から小
中学生の夏休み期間中にあわせてロングラン開催して
いました（会場：林産試験場）。ターゲットの客層は
小中学生とそのファミリーです。親子日曜大工教室や
木工作品コンクールなどを設けて木材に触れる機会を
つくり，木製品に対する理解や生活の中で木材を利用
する意義の浸透を狙っていました（写真1）。

 

木のグランドフェアの開催記録をみると，オープニ
ングイベントおよび中間イベント（両者とも土日開
催）がそれぞれ「ウッドサマーフェステバル」または
「親子日曜大工教室」（写真1左下）でした。「ウッ
ドサマーフェステバル」ではおもしろ研究見学ツアー
（写真1右下）と命名した場内の見学会，バードテー
ブルを作る木工体験講座などの各種イベントを設定
し，全職員がほぼ総出で来場者対応に励みました。
「親子日曜大工教室」では小中学生を含むファミリー
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写真　くしろ木づなフェスティバル2024の様子


